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受動喫煙防止対策助成金の支給について 

 

 

 

標記の助成金の支給については、別添「受動喫煙防止対策助成金支給要綱」により行う

こととされ、平成 23年 10月１日から施行することとされたので通知する。 



 

 （別添） 

 

 

受動喫煙防止対策助成金支給要綱 

 

（通 則） 

第１条 受動喫煙防止対策助成金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令（昭和 30年政令第 255号。以下「施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等

交付規則（平成 12 年    令第６号）の規定によるほか、この支給要綱の定めると

ころによる。 

 

（支給の目的） 

第２条 この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料

理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成することによ

り受動喫煙防止対策を推進することを目的とする。 

 

（支給の対象及び補助率） 

第３条 この助成金は、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）第 29条第１項第

３号に掲げる社会復帰促進等事業として、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）別表第

１第 14 号に規定する旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業事業主が受動喫煙防止対

策として行う喫煙室の設置等を実施するために必要な経費のうち、助成の対象として次

項で定める経費（以下「助成対象経費」という。）について、予算の範囲内で助成金を

支給する。 

２ この助成金の支給額は、下の表の第２欄に定める助成対象経費の実支出額の合計額に

第３欄に定める補助率を乗じて得た額と第１欄に定める上限額とを比較していずれか

少ない方の額とする。ただし、算出された合計額に 1,000円未満の端数が生じた場合に

厚生省 
労働省 



は、これを切り捨てるものとする。 

１ 上限額 ２ 助成対象経費 ３ 補助率 

2,000千円  喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備

品費及び機械装置費等 

４分の１ 

 

（計画の認定申請） 

第４条 この助成金の支給を受けようとする者（以下「助成事業主」という。）は、喫煙

室の設置等に係る工事計画について、あらかじめ様式第１号による申請書（以下「計画

認定申請書」という。）を都道府県労働局長に提出しなければならない。 

 

（計画の認定等） 

第５条 都道府県労働局長は、前条の計画認定申請書の提出があったときは、内容を審査

のうえ、様式第２号又は第３号による通知書により、当該助成事業主に認定の可否を通

知するものとする。 

２ 都道府県労働局長は、原則として計画認定申請書が到達した日から起算して１月以内

に認定の可否の決定を行うものとする。 

３ 都道府県労働局長は、第１項の認定をする場合において、適正な受動喫煙防止対策の

実施及びその計画の認定を行うに際し必要のあるときは、前条に基づき申請された計画

の内容を変更し、又は条件を付すことができる。 

 

（計画の変更申請） 

第６条 助成事業主は、前条第１項の認定を受けた計画の変更（軽微な変更を除く。）を

する場合、あらかじめ様式第４号による申請書（以下「計画変更申請書」という。）を

都道府県労働局長に提出しなければならない。 

 

（計画の変更の承認） 

第７条 都道府県労働局長は、前条の計画変更申請書の提出があったときは、内容を審査



のうえ、様式第５号又は第６号による通知書により、当該助成事業主に認定の可否を通

知するものとする。 

２ 都道府県労働局長は、原則として計画変更申請書が到達した日から起算して１月以内

に認定の可否の決定を行うものとする。 

３ 都道府県労働局長は、前項の認定をする場合において、適正な受動喫煙防止対策の実

施及びその計画の変更の認定を行うに際し必要のあるときは、第５条第１項に基づいて

認定した内容及び第１項において申請のあった内容を変更し、又は条件を付すことがで

きる。 

 

（計画の中止又は廃止） 

第８条 助成事業主は、第５条第１項の認定を受けた計画（前条第１項による変更の認定

を受けた場合は、変更後の計画をいう。以下同じ。）を中止し、又は廃止する場合は、

様式第７号による届出書を都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 都道府県労働局長は、前項の承認をする場合にあっては、様式第８号による通知書に

より当該助成事業主に通知しなければならない。 

 

（計画の認定の取消し等） 

第９条 都道府県労働局長は、第５条第１項に基づき認定した計画について、次に掲げる

場合には、計画の認定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。 

一 助成事業主が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく都道府県労働局長の

指示に違反した場合 

二 助成事業主が、本計画の申請又は履行において不正、怠慢、その他不適当な行為を

した場合 

 

（助成金の支給申請） 

第 10条 助成事業主は、助成金を受けようとする場合にあっては、第５条第１項に基づき



都道府県労働局長から認定を受けた計画に従って喫煙室の設置等の工事が完了した後、

様式第９号による申請書（以下「支給申請書」という。）により都道府県労働局長に申請

を行わなければならない。 

 

（支給の決定） 

第 11条 都道府県労働局長は、前条の規定による支給申請書の提出があったときは、内容

を審査のうえ、様式第 10 号又は第 11 号による通知書により、当該助成事業主に支給の

可否を通知するものとする。 

２ 都道府県労働局長は、原則として支給申請書が到達した日から起算して１月以内に支

給の可否の決定を行うものとする。 

３ 都道府県労働局長は、第１項の支給決定をする場合において、必要に応じ支給申請の

内容を変更し、又は条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第 12条 助成事業主は、第５条第１項に基づき認定を受けた計画若しくは前条第１項に基

づく支給決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、助成金の

計画認定又は支給の申請を取り下げようとするときは、その決定の通知を受けた日から

１月以内にその旨を記載した書面を都道府県労働局長に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第 13条 助成事業主は、本助成金の支給の対象となった工事において取得した不動産及び

その従物並びに本助成金の支給の対象となった工事において取得し、又は効用の増加し

た価格が 30万円以上の機械及び重要な器具については、喫煙室の設置等の工事が完了し

た日の属する年度の終了後５年間を経過するまで、都道府県労働局長の承認を受けない

で、この助成金の支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供してはならない。 

 



 

（立入検査等） 

第 14条 都道府県労働局長は、本助成金の適正な運用を確保するために必要があるときは、

助成事業主に対して報告をさせ、又は所属の職員に実地調査をさせ、書類その他の物件

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。 

 

（助成金の返還） 

第 15条 都道府県労働局長は、助成事業主が偽りその他の不正の行為により本助成金の支

給を受けたと認められる場合には、支給した本助成金の全部又は一部を返還させるもの

とする。 

２ 都道府県労働局長は、前項に基づき本助成金を返還させるときは、様式第 12号による

通知書により、助成事業主に通知するものとする。 

３ 前項の助成金の返還期限は、当該命令のなされた日から１月とし、期限内に納付がな

い場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（財産の管理等） 

第 16条 本助成金の支給を受けて取得した財産等を処分することにより、収入があり、又

はあると見込まれるときは、本助成金の支給額を超えない範囲でその収入の全部又は一

部を国に納付させることがある。 

 

 



様式第１号 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画認定申請書 

 

平成   年   月   日 

 

労 働 局 長 殿 

 

      所在地 

      法人名 

      代表者職氏名    印 

 

 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画の認定を受けたいので、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

受動喫煙防止対策を実施する事業場の

名称 
 

申請事業主の業種 

（該当するものに○を付すこと。） 

イ 旅館 

ロ 料理店又は飲食店 

申請事業主の資本金又は出資の総額 円 

申請事業主の常時雇用する労働者の数 人 

 

（添付書類） 

１ 受動喫煙防止対策に係る工事計画（別添） 

 

２ その他関係資料 



様式第１号別添 

 

受動喫煙防止対策に係る工事計画 

 

 

受動喫煙防

止対策を実

施する事業

場 

事業場の名称 

 

労働保険番号 

 

所在地 〒 

 

（電話番号                ） 

連絡担当者の所属及び氏名 

 

（電話番号                ） 

喫煙室等設

置工事の施

工期間 

約     日間 

着工予定：平成   年   月   日 

完成予定：平成   年   月   日 

喫煙室の面

積（注１） 

 

(m2) 

喫煙室等の

定員 

 

（人） 

工事の概要 

（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事費用見

込額（税込） 

 

円 

助成金申請

見込額（注

３） 

 

円 

注１ 喫煙室を設置する場合に記載すること。 

注２ 工事予定の図面を添付すること。 

注３ 工事費用見込額の４分の１（千円未満は切捨て）又は 200万円の低い方の額を記載すること。 

 

 

 



様式第２号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画認定通知書 

 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった受動喫煙防止対策に係る工事計画について

は、審査の結果、認定することとしたので、通知する。 

 なお、工事の施工に際しては、下記の点に留意すること。 

 

 

記 

 

 

１ 受動喫煙防止対策助成金の支給を受けようとする事業主は、計画の変更が必要になっ

た際には、遅滞なく届出を行うこと。 

 

２ 認定を受けた計画に従って工事を完了のうえ、平成  年  月  日までに受動喫

煙防止対策助成金支給申請書の提出を行うこと。同日までに同申請書の提出が困難にな

った際には、遅滞なく計画の変更の申請を行うこと。 

 

３ その他 



様式第３号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画不認定通知書 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった受動喫煙防止対策に係る工事施工計画につ

いて、審査の結果、下記の理由により認定しないこととしたので、通知する。 

 

 

記 

 

１ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画変更申請書 

 

平成   年   月   日 

 

労 働 局 長 殿 

 

所在地 

      法人名 

      代表者職氏名    印 

 

平成  年  月  日付け    により認定を受けた受動喫煙防止対策に係る工事

計画について、下記のとおり変更したいので、申請します。 

 

 

記 

 

 

 項目 変更前 変更後 変更の理由 

１   

 

 

  

２   

 

 

  

３   

 

 

  

４   

 

 

  

５   

 

 

  

備考 １．枠内に記載できない内容は、「別紙参照」と記載の上、別紙（様式自由）に記載すること。 

   ２．必要に応じて変更内容の詳細を確認できる書類、図面等を添付すること。 

   ３．本様式の別添として、計画認定申請時に提出した計画認定申請書（様式第１号）、その別添及び

関係資料について、本変更申請書により変更を行う箇所を変更し、その箇所を明示した上で提出す

ること。 



様式第５号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画変更認定通知書 

 

平成  年  月  日付け   により認定した受動喫煙防止対策に係る工事計画に

ついては、貴殿より平成  年  月  日付けで申請のあった受動喫煙防止対策助成金

関係工事計画変更申請書に基づき、当該計画の変更を認定することとしたので通知する。 

なお、工事の施工に際しては、下記の点に留意すること。 

 

 

記 

 

 

１  受動喫煙防止対策助成金の支給を受けようとする場合にあっては、認定された計画

及び計画変更の内容に従い工事を行うこと。 

 

２  その他 



様式第６号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画変更不認定通知書 

 

平成  年  月  日付け   により認定した受動喫煙防止対策に係る工事計画に

関して、貴殿より平成  年  月  日付けで申請のあった計画の変更については下記

の理由により認定しないので通知する。 

本助成金を受けようとする場合においては、当初認定した計画（但し、受動喫煙防

止対策助成金関係工事計画変更認定通知書を受けている場合は当該認定内容を含む）

に従って工事を実施すること。 

 

 

記 

 

 

１ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 

 

受動喫煙防止対策助成金関係工事計画中止・廃止届出書 

 

平成   年   月   日 

 

労 働 局 長 殿 

 

所在地 

      法人名 

      代表者職氏名    印 

 

平成  年  月  日付け    により認定を受けた受動喫煙防止対策に係る工事

計画について、下記の理由により中止・廃止したいので、届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 中止・廃止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 「中止・廃止」については、該当しないものを削除すること。



様式第８号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金関連工事計画中止・廃止承認書 

 

 平成  年  月  日付け    により認定した受動喫煙防止対策助成金関連工事

計画について、貴殿からの平成  年  月  日付け受動喫煙防止対策助成金関連工事

計画中止・廃止届出書に基づき、当該計画を中止・廃止*することを承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 届出に基づき、中止又は廃止のうち、該当しないものを削除する。 



様式第９号 

受動喫煙防止対策助成金支給申請書 

平成   年   月   日 

 

労 働 局 長 殿 

 

所在地 

      法人名 

      代表者職氏名    印 

 

平成  年  月  日付け    により認定を受けた受動喫煙防止対策に係る工事

計画に基づき施工が完了し、受動喫煙防止対策助成金の支給を受けたいので、下記のとお

り関係資料を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

（１）受動喫煙防止対策を実施した事業場の名称 

 

 

（２）助成金申請額                  円 

 

 

（添付資料） 

１ 受動喫煙防止対策に係る工事結果概要報告書兼助成金振込先申請書（別添） 

 

２ その他関係資料 

  



様式第９号別添 

 

受動喫煙防止対策に係る工事結果概要報告書兼助成金振込先申請書 

 

（１）受動喫煙防止対策に係る工事結果概要 

事業場の名

称 

 

 

喫煙室等設

置工事の実

施期間 

     日間 

着工：平成   年   月   日 

完成：平成   年   月   日 

喫煙室の面

積（注１） 

 

(m2) 

喫煙室等の

定員 

 

(人) 

工事の概要 

（注２） 

 

 

 

 

認定された

計画の変更 

（ あり ・ なし ） ※どちらかに○を付すこと。 

計画の変更を行った場合の承認日とその文書番号 

① 平成   年   月   日付け              号 

② 平成   年   月   日付け              号 

工 事 費 用

（税込） 

 

円 

助成金申請

額（注２） 

 

円 

注１ 喫煙室を設置した場合に記載すること。 

注２ 工事施工後の図面及び写真を添付すること。 

注３ 工事費用の４分の１（千円未満は切捨て）又は 200万円の少ない方の額を記載すること。 

 

（２）助成金振込先 

金融機関等名称  支店等名称  

口座番号  

預金種別 （ 普通 ・ 当座 ） ※ どちらかに○を付すこと。 

フリガナ  

口座名義  



様式第 10号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金支給決定通知書 

 

平成  年  月  日付け    により認定を受けた受動喫煙防止対策に係る工事

計画に基づき施工が完了し、貴殿より平成  年  月  日付けで支給申請のあった受

動喫煙防止対策助成金については、審査の結果、下記のとおり支給することとしたので通

知する。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金支給決定金額                     円 

 

２ 助成金支給条件 

 

 

３ 注意事項 

① 記２の支給条件に不服がある場合は、本通知日より１月後までに、申請の取下げをすることができる

こと。 

② 偽りその他不正の行為により受動喫煙防止対策助成金の支給を受けたと認められる場合には、その全

部又は一部を返還させることがあること。 

③ 受動喫煙防止対策助成金の支給に関して報告又は調査を求められた場合には、これに応じる必要があ

ること。 

④ 本助成金について、都道府県労働局長に提出した書類及びその根拠となる詳細な資料は、喫煙室の設

置等の工事が完了した日の属する年度の終了後５年間を経過するまで保存しなければならないこと。 

⑤ 本助成金の支給の対象となった工事において取得した不動産及びその従物並びに本助成金の支給の

対象となった工事において取得し、又は効用の増加した価格が 30 万円以上の機械及び重要な器具につ

いては、喫煙室の設置等の工事が完了した日の属する年度の終了後５年間を経過するまで、都道府県労

働局長の承認を受けないで、この助成金の支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供してはならないこと。 



様式第 11号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金不支給決定通知書 

 

 

 平成  年  月  日付け    により認定を受けた受動喫煙防止対策に係る工事

計画に基づき施工が完了し、貴殿より平成  年  月  日付けで支給申請のあった受動

喫煙防止対策助成金については、審査の結果、下記の理由により支給しないこととしたので、

通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 12号 

番号 

平成   年   月   日 

 

 

               殿 

 

 

労 働 局 長    

 

 

受動喫煙防止対策助成金返還通知書 

                  

 

平成  年  月  日付け    をもって支給した受動喫煙防止対策助成金につい

ては、下記により返還を求めるので通知する。 

 

 

記 

 

 

１ 返還額                                   円 

 

２ 返還の理由 

 

 

 

３ 返還の期限          平成  年  月  日 

 

４ 返還の方法 

別途交付する納入告知書に従い、上記１の金額を国庫に納付すること。 
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